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【
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
】
第
十
四
弾 

『
慊
堂
諌
艸
』
註
釈
（
二
） 

＝
太
田
資
始
の
継
嗣
に
関
す
る
意
見
書
＝ 

中
山
正
清 

（
ｅ

）
慊
堂
の
覚
悟 

／
此こ

の 

事こ
と

御
取
用

と
り
も
ち
い

被
遊
得
はば

、
御
家
之
御
繁
栄 

御
前
様
之
御
賢け

ん

徳と
く

も
御
器
量
も
天
下
後
世
迠
可
奉 

仰
あ
お
ぎ

候
。
私
儀
も
一
生

仕
つ
か
ま
つ
り

候
所
之
学
問
御
用
に
立
難
有

あ
り
が
た
く

奉 

存
候
。
若も

し

御
意
に

逆
さ
か
ら
い

候
時
は
御
目
通
不
相
叶

あ
い
か
な
わ
ざ
る

か
御 

咎
と
が
め

被
仰
付
候
か

甚

敷

は
な
は
だ
し
く

候
は
はば

御
手
討
被
遊
候
か
、
何い

ず 

れ
私
身
分
安
穏

あ
ん
の
ん

な
る
訳
無
之
候
３

３

得
とど

も
、
廿
四
年
以
前 

御
奉
公
之
始
よ
り
御
家
に
指
上

さ
し
あ
げ

候
身
分
奈
何

い

か

様よ
う

に
被な

し 

成
下

く
だ
さ
れ

候
而て

も
、
御
家
之
た
め 

御
前
様
之
た
め
な
れ
はば

と
、
十
五
年
以
来
煉
詰

ね
り
つ
め

候
存
意
３

４ 

不
包
不
隠

つ
つ
ま
ず
か
く
さ
ず

奉
申
上
候
に
付
、
口
上
之
内
不
届

ふ
と
ど
き

之
申
分
も 

多
々
可
有
之
候
得
とど

も
、
一
片
ノ
赤
心

せ
き
し
ん

３

５

御
憐
愍
能
々
御
汲 
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分
可
被
下
置

く
だ
し
お
か
る
べ
く

候
／ 

３
３
・
『
慊
堂
諌
艸
』
に
よ
っ
て
慊
堂
が
咎
め
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 
 

・
東
京
新
聞
の
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
か
ら
同
三
十
一
年
ま
で
断
続
的
に

掲
載
さ
れ
た
、
天
保
前
後
の
著
名
人
の
逸
話
集
で
あ
る
山
田
三
川
著
『
想
古
録
』

に

は

、

慊

堂

の

話

と

し

て

以

下

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

が

載

っ

て

い

る

。

引

用

文

中
の

（
※ 

）
は
中
山
。 

  
 

 
 

（
※
資
始
は

）
又
書
を
読
み
、
「
忠

臣
君
を
怒
ら
ず
」
と
云

へ
る
処
に
至
り

て

深

く

感

嘆

し

、

爾

来

直

言

抗

弁

の

士

を

眷

愛

し

、

我

を

怒

ら

す

も

の

は

忠
臣
な
り
と
て
、
侍
臣
の
諌
争
を
奨
励
せ
ら
れ
た
り
。 

【
小
出
昌
洋
編
『
想
古
録 

２
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
八
年
）

一
九
〇
頁
】 

  
 

 

鈴
木
瑞
枝
著
『
松
崎
慊
堂
』
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
い
て
、
「
ま
さ
か
慊

堂
が
こ
の
話
し
を
三
川
に
し
た
時
、
『
慊
堂
諌
艸
』
の
こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
と
は

思
え
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。 

た
だ
、
『
諌
艸
』
を
提
出
す
る
に
当
た
っ
て
、
慊
堂
は
相
当
の
覚
悟
を
し
て
い

た
こ
と
が
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
結
果
と
し
て
『
諌
艸
』
の
提
言
が
実
現
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
覚
悟
を
も
っ
て
し
た
た
め
た
『
諌
艸
』
の
成
果
と
し
て
、

資
始
が
「
直
言
抗
弁
の
士
」
を
眷
愛
（
目
を
か
け
か
わ
い
が
る
こ
と
）
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
、
慊
堂
が
心
中
で
自
負
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。 

【
前
掲
『
松
崎
慊
堂
』
一
六
五
頁
】 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
眷
愛
」
項
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
４
・
心
持
の
あ
る
と
こ
ろ
。
か
ん
が
え
。
存
念
。
【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
存
意
」
項
】 

３
５
・
い
つ
わ
り
の
な
い
心
。
ま
ご
こ
ろ
。      

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
赤
心
」
項
】 

 

（
ｆ
）
資
始
が
仮
養
子
に
な
っ
た
経
緯 

／

抑
そ
も
そ
も 
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御
先
代
様
御
初
入
部
３

６

之
節
、
御
末
家
内
蔵
頭

く

ら

の

か

み

様
３

７

に
御 

血
脈
御
坐
候

ご
ざ
そ
う
ろ
う

所
、 

御
前
様
を
御
仮
養
子
に
被
遊
候
事
、

無

御

拠

お
ん
よ
ん
ど
こ
ろ
な
き

子
細 

有
之
。
其
訳わ

け

は
御
末
家
は
御
血
脈
且か

つ

内
蔵
様
奥
様
は 

兼
而

か

ね

て 

大
悟
院
様
御
養
女
に
候
得
はば

、
尚
太
郎
様
３

８

を
御
願 

可
被
遊
之

処
と
こ
ろ

、
今
は
古
人
な
ら
せ
ら
る
ゝ
外
祖
父
松
平
大 

隅
入
道
様
３

９

御
事
御
意
に
不
被

か

な

わ

為せ
ら

叶れ
ず

４

０

、
且
は
彼
奥お

く 

様さ
ま

も 

大
悟
院
様
御
部
屋
に
一
年
程
も
御
逗
留

と
う
り
ゅ
う

中
御
意 

に
不
被
為
入
４

１

、
其そ

の

上う
え 

御
先
代
様
に
も
当
時
廿
七
歳
に
被
為
成

な

ら

せ

ら

れ

候
得
はば

万 

一
御
大
変
之
御

心

遣

こ
こ
ろ
づ
か
い

も
曽
而

か

つ

て

４

２

不
被
為
在

あ

ら

せ

ら

れ

ず

、
惟た

だ

御
大
法
４

３ 

に
付
御
仮
養
子
之
儀ぎ

、
水
戸
様
４

４

吉
田
侯
４

５

な
とど

御 

問
合

と
い
あ
わ
せ

御
坐
候
所
、 
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方
叟
様
御
城
中
４

６

に
而て 

御
前
様
を
御
仮
養
子
に
御

頼
た
の
み

被
仰
入
、 

御
先
代
様
を
御

招
ま
ね
き

に
而 

御
前
様
を
御
逢あ

わ

せ
被
遊
候
所
、
不
思
議
之
御
事 

御
前
様
御
人
品

じ
ん
ぴ
ん

４

７ 

御
先
代
様
と
能よ

く

も
被
為
似
候
故
、
真
之
御
骨
肉
４

８

之
様 

被
思
召
、
不
図

ふ

と

御
約
束
被
遊
候
と
御
在
所
４

９

に
而 

御
意

奉
う
か
が
い

伺
た
て
ま
つ
り

候
。
／ 

３
６
・
資
言
が
初
め
て
の
参
勤
交
代
で
掛
川
に
赴
く
の
を
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
の
は
、

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
六
月
十
三
日
。 

 
 

 
 

 
 

【
『
家
譜
』
巻
之
五
】 

３
７
・
掛
川
藩
主
太
田
家
の
分
家
で
旗
本
（
五
千
石
）
の
太
田
彦
十
郎
資
寧
。
隠
岐
守

と
も
名
乗
る
。
中
奥
小
性
（
文
化
四
年
〈
一
八
〇
七
〉
）
、
小
普
請
組
支
配
（
文
政

五

年

〈

一

八

二

二

〉
）
、

日

光

奉

行

（

同

十

一

年

）
、

小

性

組

番

頭

（

天

保

七

年

〈
一
八
三
六
〉
）
、
留
守

居
（
同
八
年
）
、
家
定
公
御
側
（
同
十
年
）
を

歴
任
し
た
。 

【
小
川
恭
一
編
著
『
寛
政
譜
以
降 

旗
本
家
百
科
事
典 

第
一
巻
』 

（
東
洋
書
林
、
一
九
九
七
年
）
五
五
二
頁
】 

 
 

・
資
寧
に
は
兄
資
承
（
母
は
正
室
の
内
藤
忠
義
の
女
）
が
い
て
、
天
明
元
年
（
一

七
八
一
）
二
十
歳
の
と
き
に
将
軍
家
治
に
拝
謁
し
て
い
る
が
、
正
式
に
家
督
を
継

ぐ
前
に
死
去
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
資
承
に
は
正
室
松
平
信
直
の
女
が
産
ん
だ
新
十

郎
と
い
う
息
子
が
い
た
が
、
父
資
倍
の
跡
を
継
い
だ
の
は
資
寧
だ
っ
た
。
な
お
、

資
寧
の
は
じ
め
の
諱
は
資
寛
だ
っ
た
。 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
』
三
八
三
頁
】 
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・
資
寧
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
九
月
二
十
二
日
死
去
。
歌
道
を
好
ん
だ
。 

【
『
箕
輪
町
誌 

歴
史
編
』
（
長
野
県
箕
輪
町
、
一
九
八
六
年
）
五
一
六
頁
】 

・
『
慊
堂
先
生

語
録
』

に
よ
れ
ば
、
資
寧
に

は
、
文
政
十
年
（
一
八

二

七
）
一
月

の
時
点
で
四
人
の
息
子
が
い
た
。 

 
 

 

【
前
掲
『
慊
堂
先
生
語
録
』
八
頁
】 

・
資
寧
の
娘
の
於
加
久
（
妙
華
院
、
享
和
三
年
〈
一
八
〇
三
〉
～
文
政
九
年
〈
一

八
二
六
〉
）
は

、
後
に
十
二
代
将
軍
と
な
る

家

慶
（
在
職
：
天
保
八

年

〈
一
八
三

七

〉

～

嘉

永

六

年

〈

一

八

五

三

〉
）

の

側

室

で

、

夭

折

し

た

男

子

（

文

政

五

年

〈
一
八
二
二
〉
誕
生

、

同
年
死
去
）
、

夭
折
し

た
女
子
（
文
政
九
年

誕

生
、
同
年

死
去
）
を
も
う
け
た
。 

【
竹
尾
善
筑
著
『
幕
府
祚
胤
伝
』
（
『
柳
営
婦
女
伝
叢
』
〈
国
書

刊
行
会
、
一
九
一
七
年
〉
）
三
八
五
、
三
八
八
～
三
八
九
頁
：

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
載
】 

３
８
・
資
寧
の
惣
領
と
し
て
家
督
を
継
い
だ
資
師
。
式
部
、
主
殿
、
内
蔵
頭
と
も
名
乗

る
。
家
定
公
小
性
（
天
保
十
年
〈
一
八
三
九
〉
）
、
中
奥
小
性
（
嘉
永
六
年
〈
一
八

五
三
〉
）
を
務
め
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
家
督
を
継
ぐ
。
文
久
二
年
（
一

八
六
二
）
死
去
。 

 

【
前
掲
『
寛
政
譜
以
降 

旗
本
家
百
科
事
典 

第
一
巻
』
五
五
三
頁
】 

３
９
・
三
河
奥
殿
藩
（
一
万
六
千
石
）
藩
主
松
平
乗
友
（
宝
暦
十
年
〈
一
七
六
〇
〉
～

文
政
七
年
〈
一
八
二
四
〉
）
。
太
田
資
俊
の
養
女
を
母
と
す
る
。
天
明
二
年
（
一
七

八
二
）
に
家
督
を
継
ぎ
、
天
明
三
～
六
年
に
か
け
て
領
地
の
信
濃
や
三
河
を
飢
饉

が
襲
っ
た
が
、
領
内
か
ら
餓
死
者
を
出
さ
ず
、
幕
府
か
ら
褒
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
天
明
六
年
、
寛

政

元
年
（
一
七
八
九

）
、

同
二
年
に
倹
約
令
な
ど

を
出
し
て

財
政
改
革
に
取
り
組
ん
だ
。
寛
政
二
年
に
隠
居
し
た
後
も
、
藩
の
腐
敗
政
治
に
メ

ス
を
入
れ
て
愛
妾
ら
の
権
力
を
粛
正
し
た
。
し
か
し
、
隠
居
後
に
男
子
十
七
人
、

女
子
八
人
の
子
を
も
う
け
、
母
や
多
数
の
側
室
の
奥
向
入
用
費
が
財
政
悪
化
の
原

因
と
な
っ
た
。 

【
『
三
百
藩
主
人
名
事
典 

第
二
巻
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
六
年
） 

「
奥
殿
藩
・
松
平
乗
友
」
項
】 

 

【
『
新
編
岡
崎
市
史 

近
世
３
』
（
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
九
二
年
） 

九
六
五
～
九
七
七
頁
】 
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４
０
・
松
平
乗
友
が
隠
居
後
に
多
く
の
側
室
や
子
女
を
抱
え
て
、
奥
殿
藩
の
財
政
難
を

招
い
た
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
註
３
９
参
照
。 

４
１
・
内
蔵
頭
の
妻
が
一
時
資
順
の
養
女
だ
っ
た
と
き
、
資
順
の
気
に
入
ら
な
い
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
不
明
。 

４
２
・
（
打
消
し
の
語
と
と
も
に
用
い
て
）
全
然
。
【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
か
つ
て
」
項
】 

４
３
・
こ
こ
で
い
う
「
御
大
法
」
は
仮
養
子
の
制
度
の
こ
と
。
註
２
３
参
照
。 

４
４
・
資
始
（
当
時
は
堀
田
丈
三
郎
）
が
資
言
の
仮
養
子
に
な
っ
た
文
化
七
年
（
一
八

一
〇
）
当
時
の
水
戸
藩
主
は
徳
川
治
紀
（
在
職
：
文
化
二
年
〈
一
八
〇
五
〉
～
文

化
十
三
年
〈
一
八
一
六
〉
）
。 

【
前
掲
『
三
百
藩
主
人
名
事
典 
第
二
巻
』
「
水
戸
藩
・
徳
川
治
紀
」
項
】 

 
 

・
こ
の
と
き
治
紀
が
仮
養
子
の
候
補
に
考
え
て
い
た
の
は
紀
経
（
後
に
高
松
藩
主

頼
恕
）
か
紀
教
（
後
に
水
戸
藩
主
斉
昭
）
で
あ
ろ
う
。
註
１
４
参
照
。 

 
 

・
太
田
康
資
の
娘
の
英
勝
院
（
於
勝
・
於
梶
の
方
、
天
正
六
年
〈
一
五
七
八
〉
～

寛
永
十
九
年
〈
一
六

四

二
〉
）
は
徳
川

家
康
の

側
室
で
、
家
康
の
十
一

子
で
水
戸

家
の
祖
頼
房
を
養
育
し
て
い
る
。
水
戸
家
が
資
言
の
仮
養
子
を
打
診
し
た
の
は
、

こ
の
縁
に
よ
る
も
の
か
。 

 

【
『
戦
国
人
名
事
典 

コ
ン
パ
ク
ト
版
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
） 

「
英
勝
院
」
項
】 

４
５
・
文
化
七
年
時
点
の
三
河
吉
田
藩
主
は
松
平
信
明
（
在
職
：
明
和
七
年
〈
一
七
七

〇
〉
～
文
化
十
四
年
〈
一
八
一
七
〉
）
。
信
明
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
老

中
に
就
任
し
、
松
平
定
信
の
寛
政
の
改
革
を
助
け
た
。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）

の
定
信
失
脚
後
は
老
中
首
座
と
な
り
改
革
路
線
を
受
け
継
い
だ
。 

【
前
掲
『
三
百
藩
主
人
名
事
典 

第
二
巻
』
「
吉
田
藩
」
項
】 

 
 

・
定
信
の
改
革
路
線
を
引
き
継
い
だ
老
中
に
は
信
明
の
ほ
か
太
田
資
愛
、
戸
田
氏

教
（
美
濃
大
垣
藩
主
）
、
本
多
忠
籌
（
陸
奥
泉
藩
主
）
、
安
藤
信
成
（
陸
奥
磐
城
平

藩
主
）
、
牧
野

忠
精
（

越
後
長
岡
藩
主
）
ら

が
い
て
「
寛
政
の
遺
老
」
と
呼
ば
れ

る
。 

 
 

 
 

 
 

 

【
久
住
祐
一
郎
著
『
三
河
吉
田
藩
』
（
現
代
書
館
、
二
〇
一
九
年
）

一
〇
四
～
一
〇
五
頁
】 

・
信
明
の
息
子
に
は
家
督
を
継
い
だ
信
順
、
美
濃
高
富
藩
主
本
庄
道
昌
の
養
子
と
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な
る
道
貫
、
陸
奥
弘
前
藩
主
津
軽
信
順
の
養
子
と
な
る
順
承
、
旗
本
松
平
氏
を
継

ぐ
忠
質
、
旗
本
内
藤

氏

を
継
ぐ
信
志
（
忠
行

と
改
名
）
、
旗
本
大
森
氏

を
継
ぐ
頼

実
、
陸
奥
白
川
藩
主
阿
部
正
篤
の
養
子
と
な
る
正
瞭
ら
が
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
『
系
図
纂
要
』
「
清
和
源
氏
七
」
一
一
～
一
二
頁
：

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
収
載
】 

４
６
・
江
戸
城
。 

４
７
・
ひ
と
が
ら
。
風
采
。 

 
  

 
 

       

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
人
品
」
項
】 

４
８
・
親
子
・
兄
弟
な
ど
の
血
族
。 

 
        

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
骨
肉
」
項
】 

４
９
・
国
も
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
旺
文
社
古
語
辞
典
』
「
在
所
」
項
】 

・
こ
こ
で
は
掛
川
城
。
慊
堂
が
資
言
か
ら
、
資
始
を
仮
養
子
に
し
た
経
緯
を
聞
い

た
の
は
、
資
言
が
参
勤
交
代
で
掛
川
城
に
い
た
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

（
ｇ

）
資
言
葬
儀
の
際
の
無
念 

／

然

所

し
か
る
と
こ
ろ 

御
先
代
（
様
カ
）
誠
に
御
意
之
外ほ

か

御
大
変
被
為
入

い

ら

せ

ら

れ

候
以
来
、
総す

べ 

而て

御
機
密
之
事
、
私

不

奉

存

ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
ら
ず

候
故
、
い
か
ゝが

其
後
御 

坐
候
哉
。
承
伝

し
ょ
う
で
ん

４

９

候
に
は
、
御
役
人
中
之
評
議
や
は

れ
（
マ
マ
） 

御
先
代
様
之
思
召
同
様
に
而
、
尚
太
郎
様
御
養
被

お

や

し

な

い

成
な
ら
れ 

候
而
は
大
隅
入
道
様
奈
何
様

い

か

よ

う

之
御
我
儘

わ
が
ま
ま

に
而
御 

家
之
御
不
為

ふ

た

め

に
可
相
成
と
申
事
故
、

弥
い
よ
い
よ 

御
前
様
御
婿む

こ

養
子
５

１

に
御
願
被
遊
候
様
御
取
扱
申 



8 

 

候
由
に
御
坐
候
。
右
に
付
其
節
世
上

せ
じ
ょ
う

に
而
申
候
は
、
堀 

田
様
は
張
り
５

２

当
て
ら
れ
た
、
手
も
濡ぬ

ら

さ
すず

五
万
石
を
取 

ら
れ
た
、
太
田
様
は
先
祖
代
々
御
苦
労
之
遺
領

い
り
ょ
う

５

３

を
血
脈 

之
方
を
す
て
ゝ
他
姓
に
わ
た
さ
れ
た
な
とど

ゝ
笑
合

わ
ら
い
あ
い

申
候
。 

ま
し
て
両
地
５

４

御
家
来
御
領
分
之
百
姓
５

５

迠
、
御
遠
祖

え

ん

そ

道 

灌
様
以
来
御
連
綿

れ
ん
め
ん

之
御
家
５

６

御
他
姓
に
相
成
候
事
を 

奉

傷

い
た
み
た
て
ま
つ

ら
ぬ
も
の
無
之
候
。
既
に
御
在
所
よ
り
玉
沢
５

７

に
御 

葬
式
之
節
、
道
中
之
会え

符ふ

５

８

に
も 

御
前
様
御
家
督
前
故ゆ

え

堀
田
丈
三
郎
５

９

内
何
ノ
誰
と

仕
つ
か
ま
つ
り

候
様 

申
渡
有
之
候
を

承
う
け
た
ま
わ

り
、
或
は
悲
み
或
は
憤
り
不
申
も
の 

無
御
坐
候
。
私
儀
其
節
御
葬
穴

そ
う
け
つ

６

０

等
之
世
話
被
仰 

付
玉
沢
へ
道
中
御
宿
割

兼
か
ね
て

御
先
に
出
立

し
ゅ
っ
た
つ

候
に
付
、 

会
符
な
し
に
罷
越

ま
か
り
こ
し

候
所
、
罷
帰
候
節

賄

方

ま
か
な
い
か
た

申
聞
候 

に
は
先
触

さ
き
ぶ
れ

５

１

に
も
堀
田
家
内
何
ノ
誰
と

申

遣

も
う
し
つ
か
わ
し

候
間
、
右
様 

に
会
符
仕
候
段
申
候
得
とど

も
、
し
ら
ぬ
体て

い

に
而
其
な 
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り
罷
帰
申
候
。
其
節
御
供
之
面
々
之
心
持

こ
こ
ろ
も
ち

今
も
存
出 

申
候
得
はば

、
昔
戦
国
之
時
分

じ

ぶ

ん

敵
に
打
負
け
た
る
亡
国

ぼ
う
こ
く 

之
浪
人
な
と
は
个
様

か

よ

う

之
心
持
に
可
有
之
な
とど

ゝ
申
合 

候
事
に
御
坐
候
。
此
は
私

始
は
じ
め

皆
内
蔵
頭
様
御
夫
婦 

尚
太
郎
様
及
其
家
来
迠
に
も
一
人
も
存
知

ぞ

ん

じ

不
申
者
共 

之
心
持
に
御
坐
候
な
れ
はば

、
ゆ
か
り
抔な

ど

有
之
も
の
は
尚な

お 

更さ
ら

之
事
と
奉
存
候
６

２

。
／ 

５
０
・
う
け
つ
た
え
る
こ
と
。   

 
           

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
承
伝
」
項
】 

５
１
・
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
六
月
十
五
日
、
資
言
が
掛
川
城
で
病
気
が
重
く
な
っ

た
た
め
、
仮
養
子
の
堀
田
丈
三
郎
を
資
言
の
娘
婿
と
し
て
太
田
家
を
継
が
せ
る
よ

う
願
書
を
提
出
。
同
十
七
日
に
資
言
が
死
去
。
同
十
九
日
に
丈
三
郎
は
江
戸
・
西

久
保
の
掛
川
藩
邸
に
移
り
、
八
月
十
一
日
に
資
言
の
婿
養
子
と
な
り
資
始
と
改
名
、

太
田
家
を
継
い
だ
。
資
始
と
條
が
正
式
に
結
婚
し
た
の
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

十
一
月
九
日
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
五
】 

５
２
・
勝
負
事
に
賭
物
を
す
る
。 
 

           

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
張
る
」
項
】 

 
   

・
「
張
り
あ
て
ら
れ
た
」
で
「
博
打
に
勝
た
れ
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

５
３
・
太
田
家
は
資
俊
が
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
上
野
の
館
林
か
ら
掛
川
に
移
封

と
な
り
、
資
俊―

資
愛―

資
順―

資
言
と
代
々
掛
川
藩
主
だ
っ
た
。 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
』
三
七
九
～
三
八
二
頁
】 

・
「
御
苦
労
之

遺
領
」

の
「
苦
労
」
に
は
、

小

笠
原
長
恭
が
掛
川
藩

主

の
と
き
、

盗
賊
日
本
左
衛
門
の
一
味
が
遠
江
や
駿
河
を
荒
ら
し
ま
わ
り
、
掛
川
藩
領
で
も
大

き
な
被
害
が
あ
っ
た
た
め
長
恭
が
陸
奥
棚
倉
に
移
封
に
な
り
、
そ
の
後
に
太
田
資

俊
が
掛
川
藩
主
に
な
っ
た
こ
と
が
含
ま
れ
る
か
。 
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【
『
掛
川
市
史 

中
巻
』
（
掛
川
市
、
一
九
八
四
年
）
九
四
〇
～
九
四
三
頁
】 

 
 

・
日
本
左
衛
門
は
、
河
竹
黙
阿
弥
作
の
歌
舞
伎
の
演
目
『
青
砥
稿
花
紅
彩
画
（
あ

お
と
ぞ
う
し
は
な
の
に
し
き
え
）
』
（
通
称
『
白
浪
五
人
男
』
）
で
盗
賊
の
首
領
日

本
駄
右
衛
門
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
。 

黙
阿
弥
作
の
も
の
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
初
演
だ
が
、
宝
暦
十
一
年
（
一

七
六
一
）
に
既
に
竹
田
治
蔵
・
並
木
正
三
作
『
秋
葉
権
現
廻
船
語
（
あ
き
ば
ご
ん

げ
ん
か
い
せ
ん
ば
な
し
）
』
（
通
称
『
日
本
駄
右
衛
門
』
）
が
大
坂
で
上
演
さ
れ
て

い
る
。 

庶
民
の
間
で
、
日
本
左
衛
門
へ
の
関
心
が
長
く
続
い
て
い
た
こ
と
が 

う
か
が
え
よ
う
。 

 
 

 

【
野
島
寿
三
郎
編
『
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
外
題
事
典
』
（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、

一
九
九
一
年
）
「
青
砥
稿
花
紅
彩
画
」
項
、
「
秋
葉
権
現
廻
船
語
」
項
】 

５
４
・
掛
川
の
城
地
と
江
戸
藩
邸
。 

５
５
・
一
般
の
人
民
。 

 
 

 
 

 
 

        

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
百
姓
」
項
】 

 
 

・
資
始
が
藩
主
に
就
任
し
た
文
化
年
間
頃
か
ら
、
「
藩
政
の
内
外
に
藩
政
展
開
上

の
諸
矛
盾
が
顕
在
化
」
し
て
い
る
と
『
掛
川
市
史
』
は
指
摘
し
て
い
る
。
「
御
家

来
御
領
分
之
百
姓
」
ま
で
が
、
道
灌
の
血
統
で
は
な
い
他
姓
の
養
子
で
あ
る
資
始

が
太
田
家
を
継
い
だ
こ
と
を
「
傷
み
奉
ら
ぬ
も
の
こ
れ
な
く
」
と
い
う
背
景
に
は
、

「
藩
政
の
諸
矛
盾
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
市
史
』
は
、
諸
矛
盾
の
顕
在
化
の
一
つ
に
「
足
軽
不
参
」
問
題
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
文
政
四
年
（
一
八
二 

一
）
に
足
軽
の
勤
務
実
態
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
寄
合
等
へ
の
不
参
加
者
が
年
々
多
く
な
っ
て
い
た
。
同
五
年
に
は
、
足
軽

不
参
の
責
任
は
小
頭
に
あ
る
と
し
て
、
小
頭
を
押
込
処
分
に
し
た
、
と
い
う
も
の
。 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
掛
川
市
史 

中
巻
』
八
二
二
～
八
二
五
頁
】 

 
 

・
ま
た
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
は
、
百
姓
一
揆
が
起
き
た
。
同
年
閏
八

月
四
日
に
襲
来
し
た
大
風
に
よ
っ
て
、
農
作
物
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
た
め
、

駿
河
国
志
太
郡
や
遠
江
国
榛
原
郡
な
ど
の
藩
領
の
百
姓
ら
が
、
掛
川
城
大
手
門
に

押
し
掛
け
、
追
々
年
貢
は
減
免
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
の
約
束
を
取
り
付
け
て
、
各
村

に
引
き
上
げ
た
。 

 
 

 

こ
の
と
き
の
収
納
減
高
は
計
三
万
二
二
九
石
に
の
ぼ
っ
た
。 
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【
前
掲
『
掛
川
市
史 

中
巻
』
八
〇
二
～
八
〇
七
頁
】 

 
 

 
 

 
 

【
『

静

岡

県

史 

通

史

編

４ 

近
世

二
』
（

静

岡

県

、

一
九

九

七

年

）

一
一
四
九
頁
】 

 
 

・
上
記
の
ほ
か
に
も
資
始
の
襲
封
後
、
藩
領
は
た
び
重
な
る
災
害
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
。
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
大
雨
で
流
出
・
損
壊
・
埋
没
家
屋
二
三
軒

な
ど
の
被
害
を
出
し
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
は
伊
豆
国
那
賀
郡
と
加
茂
郡

が
大
風
雨
に
よ
り
高
五
一
四
一
石
余
、
同
六
年
に
は
掛
川
や
駿
河
・
伊
豆
が
大
風

雨
に
よ
る
洪
水
で
高
一
万
八
一
〇
五
石
余
、
同
年
に
は
雨
天
と
冷
気
に
よ
る
虫
付

で
高
三
万
四
六
六
石
余
の
被
害
が
出
て
い
る
。 

さ
ら
に
同
十
年
に
は
伊
豆
国
那
賀
郡
田
子
村
で
百
九
十
二
軒
が
焼
け
る
大
火
が

あ
り
、
同
年
に
は
掛
川
と
駿
河
国
内
の
領
分
の
大
雨
洪
水
で
高
一
万
五
八
八
一
石

余
、
翌
十
一
年
に
も
大
洪
水
が
あ
り
高
二
万
六
〇
二
五
石
余
の
被
害
を
出
し
て
い

る
。 

【
前
掲
『
静
岡

県
史 

通
史
編

４ 

近

世
二
』
一
一
四
九
～
一
一
五
一
頁
】 

５
６
・
掛
川
藩
主
の
太
田
家
は
、
道
灌
か
ら
資
言
ま
で
男
系
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続

い
て
い
た
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
』
三
七
〇
～
三
八
二
頁
】 

５
７
・
静
岡
県
三
島
市
玉
沢
に
あ
る
日
蓮
宗
寺
院
の
妙
法
華
寺
。
太
田
資
宗
以
降
、
太

田
家
の
歴
代
当
主
が
葬
ら
れ
た
。 

 
 

 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
三
～
巻
之
四
】 

５
８
・
江
戸
時
代
、
幕
府
・
武
家
・
公
家
な
ど
が
物
資
輸
送
に
際
し
て
、
特
権
を
表
示

す
る
た
め
荷
物
に
つ
け
た
札
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
会
符
」
項
】 

５
９
・
太
田
資
始
の
こ
と
。
資
言
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
資
始
が
太
田
家
の
家

督
を
正
式
に
継
ぐ
前
だ

っ
た
た
め
、
「
堀
田
丈
三
郎
内…

」
の
会
符
が

使
わ
れ
た
。

註
３
０
参
照
。 

６
０
・
死
体
を
葬
る
穴
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
葬
穴
」
項
】 

６
１
・
官
人
ま
た
は
貴
人
が
道
中
す
る
場
合
に
、
前
も
っ
て
沿
道
の
宿
駅
に
人
馬
の
継

立
な
ど
を
準
備
さ
せ
た

命
令
書
。 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「

先
触
」
項
】 

６
２
・
「

其
節
御
供
之
面
々
之
心
持
」
以
下
の
一
文
は
意
味
が
と
り
難
い
。
玉
沢
か
ら

の
帰
途
、
慊
堂
は
内
蔵
頭
家
中
の
者
と
一
緒
に
な
り
「
戦
国
之
時
分…

」
と
い
う

言
葉
を
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
慊
堂
は
そ
れ
ま
で
内
蔵
頭
家
と
は

交
際
が
な
か
っ
た
た
め
、
「

一
人
も
存
知
不
申
者
共
之
心
持
」
と
記
し
た
の
で
あ
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ろ
う
。
従
っ
て
「
ゆ
か
り
抔
有
之
も
の
」
は
、
掛
川
藩
士
ら
を
指
す
こ
と
に
な
る
。 

 
 

・
こ
の
後
の
慊
堂

と
内
蔵
頭
と
の
関
係
は

、
『
慊
堂
日
暦
』
文
政
七
年
（
一
八
二

四
）
四
月
五
日
条
に
み
え
る
。 

  
 

 
 

〇
木
主
の
背
に
題
す
（
代
） 

 
 

 
 

我
が
宗
侯
は
か
つ
て
余
が
家
に
命
じ
て
曰
く
、
妾
母
の
木
主
を
御
牌
堂
に
置

く

こ

と

を

得

ず

。

こ

の

妾

は

嫡

に

匹

せ

ざ

る

の

礼

は

違

う

べ

か

ら

ざ

る

な

り

と

。

然

れ

ど

も

春

秋

の

義

、

母

は

子

を

以

て

貴

し

。

故

に

駿

州

府

君

の

母

は

ま

た

妾

な

れ

ど

、

そ

の

死

す

る

や

、

既

に

こ

れ

を

御

牌

堂

に

置

く

こ

と

を

得

た

り

。

こ

れ

ま

た

情

の

や

む

べ

か

ら

ざ

る

も

の

な

り

。

い

ま

我

が

生

母

死

せ

り

。

敢

て

先

人

の

例

を

ひ

き

、

そ

の

木

主

を

祖

庶

母

の

次

に

置

か

ん

こ

と

を

請

い

、

宗

侯

こ

れ

を

許

す

。

故

に

こ

こ

に

置

き

、

因

っ

て

そ

の
由
を
鐫
る
こ
と
か
く
の
如
し
。
年
月
日
。
内
蔵
頭
太
田

欠
欠

謹
記
。 

  
 

 

つ
ま
り
、
太
田
家
の
宗
家
（
掛
川
藩
主
）
は
分
家
に
対
し
、
母
が
側
室
の
場
合

に
は
そ
の
木
主
（
位
牌
）
を
、
太
田
家
の
江
戸
の
菩
提
所
で
あ
る
本
行
寺
の
御
牌

堂
に
置
く
こ
と
を
許
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
内
蔵
頭
（
資
寧
）
の
父
駿
州
（
資
倍
）

の
母
が
死
去
し
た
と
き
、
こ
の
母
は
側
室
だ
っ
た
が
位
牌
を
御
牌
堂
に
置
く
こ
と

が
で
き
た
の
で
、
そ
の
例
に
な
ら
っ
て
側
室
だ
っ
た
内
蔵
頭
の
母
の
位
牌
も
、
資

倍
の
母
の
位
牌
の
隣
に
置
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
慊
堂
が
内
蔵
頭

に
代
わ
っ
て
記
し
て
い
る
。 

 
 

 

内
蔵
頭
は
正
室
が
産
ん
だ
兄
に
代
わ
っ
て
旗
本
太
田
家
の
当
主
と
な
っ
た
た
め
、

側
室
か
ら
生
ま
れ
た
自
ら
の
正
当
性
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
生
母
の
位
牌
を
本

行
寺
に
置
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
註
３
７
参
照
。 

【
『
慊
堂
日
暦 

１
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
〇
年
）
】 

 

（
ｈ
）
綱
吉
の
将
軍
襲
職 

／
右
故ゆ

え

以
前 
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御
前
様
に
掛
川
よ
り
引
越
候
而
６

３

始
而
御
目
見

お

め

み

え

仕
候

 

節
、

於
お
い
て

西
久
保
御
殿
６

４

御
七
畳
最
初
に
申
上
候
は
、 

厳げ
ん

有
院

ゆ
う
い
ん

様
６

５

御
他
界
に
而
御
子
様
不
被
遊
為
入

い

ら

せ

候
に 

付
、
御
遺ゆ

い

命め
い

に
而 

常
じ
ょ
う

憲
院

け
ん
い
ん

様
６

６

御
継
被
遊
候
。
常
憲
院
様
は
甲
府
清せ

い 

容
院

よ
う
い
ん

様
６

７

御
弟
君
に
付
、
清
容
院
様
之
御
子 

文ぶ
ん

昭
院

し
ょ
う
い
ん

様
６

８

可
被
為
継

つ

が

せ

ら

る

べ

く

候
所
に
御
坐
候
。
然
所 

常
憲
院
様
御
継
被
遊
天
下
之
御
政
事

ま
つ
り
ご
と

は
勿
論

も
ち
ろ
ん

且 

御
自
身
学
問
之
御
世
話
被あ

ら

為
在

せ

ら

れ

格
別
御
出
精

し
ゅ
っ
せ
い

御 

坐
候
に
付
、
増
上
寺
６

９

方
丈

ほ
う
じ
ょ
う

７

０

よ
り
御
実
母
桂け

い

昌
院

し
ょ
う
い
ん

様
７

１ 

へ
、
将
軍
家
天
下
之
御
政
事
に
御
心
労
被
遊

あ
そ
ば
さ
れ

候
所
、 

尚
又
御
自
身
御
学
問
之
御
世
話
迠ま

で

被
遊
候
７

２

而
は 

御
気
根

き

こ

ん

７

３

之
御
毒
に
御
坐
候
間
、
御
異
見
７

４

被
仰
上
候 

様
申
上
ら
れ
候
時
、
桂
昌
院
様
仰お

お

せ
に
は
、
上
様
は 

御
家
督
を
被
為
継
候
御
身
に
は
無
之

こ
れ
な
く

候
得
とど

も
、 
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御
先
代
様
御
目め

金が
ね

を

以
も
っ
て

御
継
被
遊
候
事
な
れ 

はば

、
天
下
之
為
に
は
た
と
へ
御
命
に
さ
わ
り
候
と
も
可あ

そ 

被
遊

ば
さ
る
べ
き

様よ
う

に
と
こ
そ
可
申
上
候
に
、
御
異
見
申
せ
と
は 

方
丈
は
き
こ
へ
ぬ
事
を
被
申
も
の
哉か

な

と
被
仰
た
り
７

５

。 

６
３
・
掛
川
に
い
た
慊
堂
が
江
戸
に
引
っ
越
し
た
の
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
「
松
崎
慊
堂
略
年
譜
」
】 

６
４
・
太
田
家
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
六
月
十
三
日
に
西
丸
下
の
屋
敷
を
返
上
し

て
西
久
保
江
戸
見
坂
に
新
た
に
拝
領
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
七
月
に
外
桜
田

屋
敷
を
拝
領
す
る
ま
で
、
西
久
保
が
太
田
家
の
江
戸
上
屋
敷
だ
っ
た
。 

 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
四
、
巻
之
五
】 

６
５
・
四
代
将
軍
家
綱
（
在
職
：
慶
安
四
年
〈
一
六
五
一
〉
～
延
宝
八
年
〈
一
六
八

〇
〉
）
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

【
前
掲
「
江
戸
幕
府
将
軍
表
」
】 

 
 

・
関
係
の
徳
川
氏
略
系
図
は
次
の
通
り
。 

 

 
 

 

【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
「
諸
家
系
図
・
徳
川
氏
」
】 

６

６

・
五

代

将

軍

綱

吉

（

在

職
：

延

宝

八

年

〈

一

六

八
〇

〉

～

宝

永

六

年

〈

一

七
〇

九
〉
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
「
江
戸
幕
府
将
軍
表
」
】 

６
７
・
甲
府
藩
主
徳
川
綱
重
（
正
保
元
年
〈
一
六
四
四
〉
～
延
宝
六
年
〈
一
六
七
八
〉
）
。

法
号
は
清
揚
院
。 

【
『
日
本
近
世
人
名
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
】 

６

８

・
六

代

将

軍

家

宣

（

在

職
：

宝

永

六

年

〈

一

七

〇
九

〉

～

正

徳

二

年

〈

一
七

一

二
〉
）
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
「
江
戸
幕
府
将
軍
表
」
】 

・
徳
川
綱
重
の
子
。
諱
は
は
じ
め
綱
豊
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
叔
父
綱
吉
の

家

光

綱

吉

綱

重

家

綱

家

宣
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養
子
と
な
り
家
宣
と
改
称
。
綱
吉
の
死
後
、
六
代
将
軍
に
就
任
し
た
。 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
徳
川
家
宣
」
項
】 

６
９
・
東
京
都
港
区
芝
公
園
内
に
あ
る
浄
土
宗
鎮
西
派
の
本
山
。
徳
川
家
廟
所
と
し
て

上
野
寛
永
寺
と
勢
威
を
競
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
「
増
上
寺
」
項
】 

７
０
・
住
職
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
方
丈
」
項
】 

・
こ
こ
で
い
う
増
上
寺
の
方
丈
は
、
大
僧
正
良
誉
上
人
の
こ
と
。 

【
『
武
野
燭
談
』
（
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
成
立
、
国
史
研
究
会
編
輯

兼
発
行
、
一
九
一
七
年
）
巻
七
「
桂
昌
院
殿
の
事
」
一
〇
四
頁
：

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
載
】 

７

１
・
桂
昌
院
（
寛
永

四
年
〈
一
六
二
七
〉
～

宝
永
二
年
〈
一
七
〇
五

〉
）
は
徳
川
家

光
の
側
室
で
綱
吉
の
生
母
。
【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
「
桂
昌
院
」
項
】 

７
２
・
将
軍
綱
吉
は
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
四
月
か
ら
同
十
三
年
十
一
月
ま
で
八
年

間
に
わ
た
っ
て

、
『
易

経
』
の
講
義
を
二
百

四

十
回
開
き
、
法
親
王

・

大
名
・
旗

本
な
ど
好
学
の
志
あ
る
者
た
ち
に
拝
聴
を
許
し
た
。 

【
揖
斐
高
著
『
江
戸
幕
府
と
儒
学
者
』
（
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
一
七
九
頁
】 

７
３
・
物
事
に
堪
え
得
る
気
力
。
根
気
。 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
機
根
・
気
根
」
項
】 

７
４
・
思
う
所
を
述
べ
て
人
を
諌
め
る
こ
と
。 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
異
見
」
項
。
】 

７
５
・
『
武
野
燭
談
』
「
桂
昌
院
殿
の
事
」
に
、
綱
吉
が
自
ら
儒
学
を
講
義
し
そ
の
う
ち

出
家
者
に
は
『
周
易
』
を
講
じ
て
い
た
が
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
夏
に
良
誉

上
人
が
桂
昌
院
に
、
「
（
綱
吉
が
）
政
務
を
こ
な
し
た
上
に
出
家
に
ま
で
講
義
し
て

は
身
が
持
た
な
い
で
し
ょ
う
」
と
忠
告
す
る
と
、
桂
昌
院
は
「
万
民
に
良
い
道
を

知
ら
せ
る
の
は
天
下
人
の
役
割
な
の
で
、
講
義
す
る
こ
と
で
命
が
縮
ま
る
の
な
ら

本
望
だ
」
と
答
え
た
話
が
載
っ
て
い
る
。 

 
 

 

【
前
掲
『
武
野
燭
談
』
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
】 

 

（
ｉ
）
養
子
だ
か
ら
こ
そ
仁
政
を 

御
前
様
に
も

乍

恐

お
そ
れ
な
が
ら

御
家
を
被
為
継

つ

が

せ

ら

れ

候
は
つず

の
御 
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身
に
は
不
被

あ

ら

せ

為
在

ら

れ

ず

候
得
とど

も
、 

見
了
院
様
御
目め

金が
ね

に
而
被
為
継
候
事
、 

常
憲
院
様
之
被
為
継
候
様よ

う

之
御
事
に
御
坐
候
間
、 

御
家
之
御
為
に
は
格
別
に
御
心
を
被
為
盡

つ

く

さ

れ 

候
様
可
思
召

お
ぼ
し
め
す
べ
く

候
。
御
幼
年
７

６

に
被
為
入
候
得
はば

只
今

 

は
御
分わ

か

り
被
遊
間ま

じ

敷く

候
得
とど

も
、
私
御
目

お

め

見み
え

始
に 

第
一
に
申
上
置
候
事
御
忘
レ
不
被
遊

あ
そ
ば
さ
れ
ざ
る

候
様
に
と
申 

上
候
。
定
而

さ
だ
め
て

今
に
も
御
覚
も
可
被
為
入
候
。
必
竟

ひ
っ
き
ょ
う

７

７

御 

他
姓
之
御
養
君
故
、
世
上
之
風
聞

ふ
う
ぶ
ん

も
御
家
来
及
百 

姓
共
之
気
受

き

う

け

７

８

も
御
血
脈
之
君
同
様
に
は
有
御
坐

ご

ざ

あ

る 

間
敷

ま

じ

き

故
、
追
々 

先
さ
き
の

御
両
代
様
之
様
に
御

尋
た
ず
ね

等
も
御
坐
候
は
ゞ
、
乍お

よ 

不
及

ば
ず
な
が
ら

愚
忠
を
可
申
上
、
且
宜
敷

よ
ろ
し
き

御
時
節
に
は
此
一
事 

も
可
申
上
と
奉
存
候
間
、
先ま

ず

最
初
に
此
事
申
上
置
候 

事
に
御
坐
候
。
扨さ

て

又ま
た 
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御
前
様
御
初
入
部
７

９

之
節
、
呪
詛

じ

ゅ

そ

之
木
人
形
を
御
居
間 

之
縁
下
に
埋う

ず

み
有
之
候
事
を

竊
ひ
そ
か

に
私
に
御
意 

御
坐
候
を
奉
伺
、
何
も
の
ゝ

仕
つ
か
ま
つ
り

候
事
に
や
、
愚
人
の

所
し
ょ
い 

為
（
せ
い
）

８

０

と
は
申
上
候
得
とど

も
、
智
者
も
愚
者
も
太
田
家
之

 

家
子

い
え
の
こ

郎
党

ろ
う
と
う

な
れ
はば

譜
代
恩
顧
之
身
、
御
代
々 

御
血
統
様
に
仕
へ
来
り
候
所
、
御
他
姓
に
被
為
成

な

ら

せ

ら

れ

候
得
はば

、 

御
役
人
共
及
私
共
之
様
御
側

お

そ

ば

近
御
懇
命
８

１

を

蒙
こ
う
む
り

候
数
十 

人
之
外ほ

か

は
、 

御
前
様
之
御
繁
盛
を
本
心
よ
り
奉
願
候
も
の
は
有
之
間

こ

れ

あ

る

ま 

敷じ
く

と
勿
体

も
っ
た
い

無
き
事
に
候
得
とど

も
奉
存
候
故
、
其
節
も 

御
前
様
御
他
姓
よ
り
御
養
君
之
御
事

お
ん
こ
と

格
別
に 

御
先
代
様
御
志
を
継
せ
ら
れ
御
仁
政
を
不
被

お
こ
な
わ

為
行

せ
ら
れ
ず

候 

而
は
臣
民
の
心
を
服
せ
ら
れ
ま
しじ

く
と
御
請う

け

申
上
候 

は
、
定
而

さ
だ
め
て

又
御
覚
可
被
遊
候
。
其
節
此
一
事
も
可
申
上 

哉か

と
奉
存
候
得
とど

も 



18 

 

方
叟
様
之
御
意
も
承
知
仕
候
事
、
此
一
大
事
迂
闊

う

か

つ

に
申
上 

万
一
御
意
に

逆
さ
か
ら
い

候
而
は
と
、
呑
声

こ
え
を
の
み

て
御
時
節
之
至
る
迠
と 

見
合

み
あ
わ
せ

罷
在

ま
か
り
あ
り

候
内
、 

方
叟
様
に
も
御
逝
去
被
遊
、
薄
々

う
す
う
す

承
知
候
得
はば

、
紋
次 

郎
様
８

２

御
仮
養
子
に
被
為
成
候
様

趣
お
も
む
き

８

３

に
御
坐
候
８

４

。
夫
に

 

而
は
御
初
入
部
之
節
や
は

れ
（
マ
マ
）

紋
次
郎
様
に
被
為
入

い

ら

せ

ら

れ 

候
而て

、 

方
叟
様
に
も

全
ま
っ
た

く 

御
前
様
自
然
御
気
被
付

お

き

づ

か

れ

候
を
御
待
に
而
、
一
向
私
申
上 

候
事
な
とど

は
御
話
も
不
被

あ

ら

せ

為
在

ら

れ

ず

候
事
と

奉

察

さ
っ
し
た
て
ま
つ
り

候
得 

はば

、
尚
以
御
時
節
之

至
い
た
る

８

５

を
相
待
候
事
肝
要
と
奉
存
候
。
／ 

７
６
・
慊
堂
が
初
め
て
資
始
に
お
目
見
し
た
の
が
、
慊
堂
が
掛
川
か
ら
江
戸
に
引
っ
越

し
た
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
中
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
資
始
は
十
四

歳
。
註
６
３
参
照
。 

７
７
・
つ
ま
る
と
こ
ろ
。
結
局
。
所
詮
。 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
畢
竟
」
項
】 

７
８
・
他
人
が
そ
の
人
に
接
し
て
持
つ
好
き
き
ら
い
の
感
じ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
気
受
」
項
】 

７
９
・
資
始
が
初
め
て
の
参
勤
交
代
で
掛
川
に
赴
く
た
め
に
将
軍
か
ら
お
暇
を
下
さ
れ

た
の
は
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
十
一
月
一
日
。 
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【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
五
】 

 
 

・
三
河
吉
田
藩
の
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
例
を
み
る
と
、
将
軍
か
ら
の
お
暇

頂
戴
が
六
月
十
八
日
。
七
月
十
八
日
に
江
戸
を
発
ち
、
同
二
十
五
日
に
吉
田
（
現

豊
橋
市
）
に
到
着
し
て
い
る
。
掛
川
城
下
を
通
っ
た
の
は
同
二
十
三
日
で
出
発
か

ら
六
日
目
。 

資
始
の
初
入
部
の
場
合
、
江
戸
出
発
と
掛
川
到
着
の
日
は
わ
か
ら
な
い
が
、
吉

田
藩
の
例
か
ら
み
て
、
文
化
十
四
年
中
に
は
掛
川
に
着
い
て
い
た
と
推
測
す
る
。 

 

【
久
住
祐
一
郎
著
『
三
河
吉
田
藩
・
お
国
入
り
道
中
記
』
（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

新
書
、
二
〇
一
九
年
）
八
二
、
一
七
一
頁
】 

・
資
始
が
掛
川
に
滞
在
中
の
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
三
月
二
日
（
※
四
月
二

十
二
日
、
文
政
と
改
元
）
、
掛
川
城
下
の
町
屋
か
ら
出
た
火
が
城
内
に
あ
っ
た
龍

華
院
の
大
猷
院
殿
位
牌
堂
（
霊
屋
）
に
移
り
、
位
牌
堂
が
全
焼
し
た
。 

註
５
５
で
み
た
よ
う
な
天
災
の
頻
発
や
一
揆
、
足
軽
不
参
問
題
な
ど
に
加
え
、

大
猷
院
位
牌
堂
の
焼
失
も
、
藩
士
や
領
民
の
間
の
不
穏
な
空
気
を
助
長
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
五
】 

・
焼
失
し
た
大
猷
院
殿
位
牌
堂
は
、
翌
文
政
二
年
に
再
建
に
着
手
、
同
五
年
十
一

月
十
九
日
に
完
成
し
た
。 

【
『
静
岡
県
指
定
有
形
文
化
財
龍
華
院
大
猷
院
霊
屋
修
理
工
事
報
告
書
』

（
一
九
八
〇
年
、
財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
）
一
四
頁
】 

 
 

・
龍
華
院
の
大
猷
院
霊
屋
は
、
掛
川
藩
主
で
嗣
子
の
な
か
っ
た
北
条
氏
重
が
明
暦

二
年
（
一
六
五
六
）
、
家
の
存
続
を
願
っ
て
建
立
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
結
局
、

氏
重
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
、
嗣
子
の
な
い
ま
ま
死
去
し
、
北
条
家
は
断
絶

し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

【
『
掛
川
市
観
光
サ
イ
ト
』
「
龍
華
院
大
猷
院
霊
屋
」
】 

・
掛
川
藩
編
纂

の
『
掛

川
誌
稿
』
に
は

、
氏
重
が
家
の
存
続
を
願
っ
て

建
立
し

た
と
い
う
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
関
係
個
所
の
記
述
は
次
の
通
り
。 

  
 

大
猷
大
君
原
廟 

明
暦
二
年
、
北
条
出
羽
守
氏
重
カ
願
ニ
因
テ
、
大
猷
院
殿

ノ
神
牌
ヲ
申
下
シ
、
新
ニ
廟
宇
ヲ
建
テ
安
置
シ
奉
リ
、
東
叡
山
ヨ
リ
守
僧
ヲ

招
キ
テ
、
寺
を
龍
華
院
ト
呼
ヒ
、
燈
明
料
百
五
十
石
ヲ
寄
附
セ
シ
ヨ
リ
、
城

主
代
々
相
伝
ヘ
テ
其
旧
ヲ
存
ス
、
此
山
ハ
前
ニ
云
如
ク
、
古
ヘ
天
王
祠
ノ
ア
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リ
シ
所
ナ
レ
ハ
、
内
天
王
ト
モ
呼
ヒ
シ
ナ
リ
、
山
高
シ
テ
眼
界
闊
シ
、
松
杉

樹
老
テ
一
点
ノ
俗
塵
ナ
シ
、
郭
中
第
一
ノ
幽
棲
ト
イ
フ
ヘ
シ
、 

【
『
掛
川
誌
稿 

全
翻
刻
』
（
中
村
育
男
翻
刻
・
発
行
、
一
九
九
七
年
）

二
三
頁
】 

・
明
治
期
の
演
劇
活
動
家
依
田
学
海
（
一
八
三
三
～
一
九
〇
九
）
が
明
治
三
十
二

年
（
一
八
九
九
）
に
掛
川
を
訪
れ
、
龍
華
院
の
寺
僧
か
ら
聞
い
た
話
の
中
に
も
、

同
四
十
一
年
刊
の
岩

田

孝
友
編
述
『
遠
江
史

蹟
瑣
談
』
、
戦
後

の
『
掛
川
市
誌
』

を
み
て
も
、
氏
重
が
家
の
存
続
を
願
っ
た
と
い
う
伝
承
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

な
お
、
学
海
が
話
を
聞
い
た
龍
華
院
の
僧
は
「
神
仏
混
淆
を
禁
ぜ
ら
れ
し
と
き
、

東
照
宮
の
像
を
他
に
う
つ
し
、
こ
ゝ
に
は
三
代
将
軍
家
光
公
の
位
牌
を
お
か
れ
た

り
」
と
話
し
、
学
海
は
「
太
田
家
は
大
猷
公
の
時
に
出
身
し
た
れ
ば
、
そ
の
像
を

も
っ
て
公
の
霊
牌
を
東
照
公
に
代
た
る
な
る
べ
し
」
と
推
測
し
て
い
る
。 

寺
僧
の
話
や
学
海
の
推
測
は
、
前
述
の
『
掛
川
誌
稿
』
の
記
述
と
は
異
な
っ
て

い
て
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
氏
重
の
家
存
続
の
願
い
と
い
う
伝
承
は
、

明
治
三
十
二
年
に
は
寺
僧
も
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
『
学
海
日
録 

第
十
一
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）

一
二
〇
～
一
二
頁
】 

【

岩

田

孝

友

編

述

『

遠

江

史

蹟

瑣

談
』
（

亀
屋
書

店

、
一
九

〇

八
年
）

七
五
～
七
六
頁
】 

【
『
掛
川
市
誌
』
（
掛
川
市
、
一
九
六
八
年
）
一
一
一
九
～
一
一
二
〇
頁
】 

・
『
掛
川
市
史
』
は
、
「
氏
重
は
後
嗣
が
な
い
こ
と
を
悩
み
、
打
開
の
策
と
し
て
幕

府
に
家
光
の
神
牌
の
下
賜
を
願
い
出
て
、
霊
屋
を
建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
」

と
、
前
記
の
伝
承
を
紹

介
し
な
が
ら
も

、
「
当

時
既
に
氏
重
の
家
名
断
絶
は
決
定

的
で
、
（
中
略

）
四
年

後
に
六
六
歳
で
逝
去

し

た
氏
重
が
城
と
領
国
を
幕
府
に
返

上
す
る
最
後
の
大
事
業
で
あ
っ
た
。
輪
王
寺
宮
に
頼
み
上
野
寛
永
寺
か
ら
住
僧
を

招
き
幕
府
と
掛
川
藩
の
将
来
に
安
泰
を
祈
願
し
、
名
誉
を
後
世
に
伝
え
て
い
る
」

と
記
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
大
猷
院
霊
屋
の
建
立
は
氏
重
が
家
名
存
続
を
願
っ
て
の
こ
と
で
は
な

く
、
幕
府
と
（
北
条
家
で
は
な
く
）
掛
川
藩
の
安
泰
を
願
っ
て
建
立
し
た
と
み
て

い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
掛
川
市
史 

中
巻
』
九
二
一
頁
】 
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・
こ
こ
で
、
戦
前
ま
で
の
龍
華
院
の
概
要
を
み
て
お
く
。 

 
江
戸
時
代
に
は
徳
川
霊
廟
祭
と
掛
川
藩
守
護
祈
願
以
外
は
行
わ
ず
、
修
理
は
藩

主
が
行
っ
て
い
た
。
檀
徒
は
な
く
、
祭
日
以
外
は
町
民
・
農
民
の
参
詣
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
。
明
治
維
新
後
に
太
田
家
が
上
総
に
移
封
と
な
っ
た
後
、
し
ば

ら
く
は
静
岡
藩
の
掛
川
分
駐
士
族
が
護
持
し
た
が
、
寺
領
が
上
知
と
な
り
無
住
時

代
が
続
い
た
た
め
荒
廃
し
た
。 

 

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
掛
川
宿
の
有
志
が
霊
廟
の
修
復
を
行
い
、
同
二

十
五
年
に
引
佐
郡
奥
山
村
（
現
浜
松
市
）
の
方
広
寺
よ
り
半
僧
坊
を
勧
請
し
、
一

時
は
寺
勢
も
回
復
し
た
。 

 

な
お
、
半
僧
坊
は
「
厄
難
消
除
、
海
上
安
全
、
火
災
消
除
、
所
願
満
足
の
権
現

様
」
と
さ
れ
、
そ
の
御
利
益
に
「
子
孫
繁
栄
」
を
う
た
っ
て
は
い
な
い
。 

【
『
日
本
歴
史
地
名
体
系 

第
二
二
巻 

静
岡
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
「
龍
華
院
」
項
】 

【
『
奥
山
半
僧
坊
大
権
現
』
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】 

・
戦
後
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
九
年
刊
行
の
『
ふ
る
さ
と
の
想
い
出 

写
真
集
明

治
大
正
昭
和 

掛
川
』
は
、
龍
華
院
に
つ
い
て
「
戦
後
は
諸
々
の
事
情
が
あ
り
、

市
民
の
足
も
遠
の
い
て
い
た
が
、
現
在
住
職
海
野
師
の
努
力
で
、
史
跡
・
文
化
財

と
し
て
市
民
の
憩
い
の
場
に
復
活
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。 

 

実
際
、
一
九
七
九
年
一
月
一
日
付
の
『
郷
土
新
聞
』
に
は
、
大
猷
院
霊
屋
に
あ

っ
た
徳
川
将
軍
十
五
人
の
肖
像
画
の
う
ち
六
点
を
修
復
す
る
と
い
う
記
事
が
あ
り

（
以
善
会
・
佐
藤
四

郎

さ
ん
の
御
教
示
に
よ
る

）
、
こ
の
頃
か
ら
龍
華
院
が
〝
復

活
〟
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

【
関
七
郎
編
著
『
ふ
る
さ
と
の
想
い
出 

写
真
集
明
治
大
正
昭
和 

掛
川
』

（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
）
六
〇
頁
】 

 
 

 
 

 

【
「
将
軍
画
像
を
修
復―

龍
華
院
家
光
廟
内
の
六
点
」
（
『
郷
土
新
聞
』

一
九
七
九
年
一
月
一
日
付
）
】 

・
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
明
治
以
降
の
龍
華
院
は
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、

北
条
氏
重
が
家
存
続
の
願
い
か
ら
大
猷
院
霊
屋
を
建
立
し
た
と
い
う
伝
承
は
、
少

な
く
と
も
明
治
時
代
ま
で
は
み
ら
れ
な
い
。 

 

あ
る
い
は
、
こ
の
伝
承
は
、
戦
後
の
衰
微
し
て
い
た
時
期
に
言
い
出
さ
れ
た
の
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か
も
し
れ
な
い
。
今
後
、
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

な
お
、
子
孫
繁
栄
と
い
う
な
ら
、
北
条
氏
重
よ
り
も
龍
華
院
を
再
建
し
た
太
田

資
始
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
資
始
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
資
始
は
そ
れ
ま
で
跡
継
ぎ
が
な
か
っ
た
が
、
全
焼
し
た
大
猷
院
霊

屋
の
再
建
に
取
り
掛
か
っ
て
か
ら
、
嗣
子
の
資
功
を
は
じ
め
多
く
の
子
女
に
恵
ま

れ
て
い
る
（
註
１
６
８
参
照
）
。 

８
０
・
す
る
こ
と
。
し
わ
ざ
。 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
所
為
」
項
】 

８
１
・
親
切
な
お
お
せ
。
ね
ん
ご
ろ
な
心
ぞ
え
。 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
懇
命
」
項
】 

８
２
・
文
脈
か
ら
紋
次
郎
は
太
田
内
蔵
頭
の
子
で
、
尚
太
郎
の
弟
と
判
断
で
き
る
。 

 
 

  

８
３
・
物
事
の
な
り
ゆ
き
。 

 
 

 
 

  
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
趣
」
項
】 

８
４
・
資
始
が
仮
養
子
を
取
る
必
要
が
生
じ
た
の
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
四

月
、
将
軍
の
名
代
と
し
て
日
光
に
参
詣
し
た
と
き
と
、
前
述
（
註
３
６
）
の
掛
川

初
入
部
の
と
き
。
こ
こ
で
は
日
光
参
詣
の
と
き
の
こ
と
を
指
す
。 

 
 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
五
】 

８
５
・
「
時
節
之
至
」

は
、
資
始
が
（
道
灌
の
血
統
を
継
い
で
い
る
）

紋
次
郎
を
正
式

に
継
嗣
と
す
る
と
き
が
来
る
こ
と
。 

（
続
） 


